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１．突合点検に係る責別確認の流れ

・ 処方箋の写しの提出期限は、原則、保険薬局に「処方箋（写）提出依頼書」が届いた月の25日（必着）とします。

・ 保険薬局に「処方箋（写）提出依頼書」が届いた月の末日までに処方箋の写しを提出されなかった場合は、
原則、突合点検による査定額をレセプト請求月の翌々月請求分に係る保険薬局の支払額から調整します。

・ 処方箋の写しが25日までに提出された場合は、責別確認を当月中に行い、レセプト請求月の翌月請求分の
支払額から調整します。
ただし、処方箋の写しがその月の末日までに提出された場合は、責別確認を翌月に行い、レセプト請求月の
翌々月請求分の支払額から調整します。

（事例）

①突合点検

⑤処方箋
の写し

④突合点検に
伴う処方箋

（写）の提出に
ついて

（依頼）

⑥責別確認

原則、毎月25日まで提出
（最終は毎月末日まで）

処方箋の写しの提出

②突合点検
結果連絡書

保険薬局の場合

処方箋の写しの提出依頼

突合点検の結果連絡

不一致の申し出③処方箋内容
不一致連絡書
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⑦ｰ２突合点検
結果通知票又は
連絡票

⑦ｰ１突合点検
結果通知票又は
連絡票



２．突合点検に伴う処方箋（写）の提出について（依頼）（機械様式第119号の1）
この帳票は、「突合点検に係る責別確認の流れ」の④に該当します。

３．突合点検調整額連絡票（薬局） （機械様式第120号の4）
（処方箋内容不一致連絡書による申し出がなく、査定分に係る費用を保険医療機関から調整した場合）

この帳票は、「突合点検に係る責別確認の流れ」の⑦－２の連絡票です。
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*2　調剤薬局へ「突合点検調整額通知票」が連絡された場合は、医療機関へ「突合点検調整額連絡票」が連絡されます。

この帳票は、「突合点検に係る責別確認の流れ」の⑦－２の通知票です。*2

４．突合点検調整額通知票（薬局） （機械様式第120号の7）
 （責別確認の結果、査定分に係る費用を保険薬局から調整した場合）
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